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月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

1 H30.6.28 H30.7.12

(1)29会管公第200号　減債基金外２基
金に係る資金の異動及び定期性預金の
設定について
(2)29会管公第1231号　社会資本等整
備基金外１基金に係る資金の異動及び
定期性預金の設定について

21 1 1

（７条６号）為替予約付外貨預金の個別具体的な取引内容に関す
る情報が明らかとなれば、金融機関等の事業運営上の地位等の損
失が著しく、その正常な経済活動が阻害されるおそれや、予期せ
ぬ風評や影響を誘発することにより、金融情勢を乱し、都が行う
公金管理にも支障をきたすおそれ、また、都民生活に多大な影響
を与えるおそれがあるため。

会計管理局管理部
公金管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方 

＜決定区分＞ 

 ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。  

＜（根拠規定）条例7条＞ 

 ・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜公文書の件名＞について 

 ・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。 

 ・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。  


